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は
じ
め
に

　本
稿
は
、
平
成
二
十
一
年
度
に
奈
良
大
学
文
学
部
史
学
科
が
購
入

し
た
中
世
史
料
の
紹
介
で
あ
る
。
一
巻
の
巻
物
に
装
幀
さ
れ
た
本
文

書
は
、
全
八
紙
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
表
紙
に
記
さ
れ
て
い
る
外

題
に
は
「
常
在
寺
田
畠
目
録
」
と
あ
る
。

　こ
の
「
常
在
寺
」
と
は
、
園
城
寺
の
五
別
所
の
一
つ
で
あ
る
。
中

世
に
お
い
て
園
城
寺
は
、
北
院
・
中
院
・
南
院
の
三
院
と
尾
蔵
寺
・

近
松
寺
・
微
妙
寺
・
水
観
寺
・
常
在
寺
の
五
別
所
で
構
成
さ
れ
て

い
た（

1
）。

園
城
寺
五
別
所
の
常
在
寺
と
判
断
し
た
理
由
は
、
後
述
す
る

が
、
文
書
に
現
れ
る
「
北
林
房
泉
恵
」
と
い
う
人
物
が
同
年
代
の
園

城
寺
に
お
い
て
確
認
で
き
る
こ
と
に
よ
る
。
ま
た
文
書
中
で
「
常
在

寺
管
領
田
畑
」
を
「
當
別
所
知
行
之
田
地
」
と
記
し
て
い
る
事
か
ら
、

園
城
寺
五
別
所
の
常
在
寺
と
判
断
し
た
。

一
、
本
文
書
の
概
要

　内
容
は
、
全
紙
を
以
て
「
紛
失
状
」
と
名
付
け
る
べ
き
な
の
か
も

し
れ
な
い
が
、
一
紙
か
ら
六
紙
は
目
録
を
含
ん
で
い
る
も
の
の
注
進

状
の
様
式
に
則
っ
て
い
る
の
で（

2
）、

そ
の
前
半
分
と
後
半
分
を
分
け
て

史
料
名
を
付
す
こ
と
と
し
た
。
ま
ず
一
紙
か
ら
六
紙
ま
で
の
前
半
部

を
、「
常
在
寺
執
行
・
堂
達
連
署
文
書
紛
失
田
地
等
注
進
状
」
と
、

　史
料
紹
介

　

奈
良
大
学
所
蔵
「
常
在
寺
田
畠
目
録
」

　
　
　
　
　

尾

　

 

上

　
　勇

　

 

人



－　 －162

残
り
の
七
紙
と
八
紙
を
「
園
城
寺
学
頭
・
公
文
連
署
紛
失
状
」
と
付

け
た
。

　本
文
書
が
、
ど
う
い
っ
た
経
緯
で
常
在
寺
か
ら
流
失
し
た
の
か
、

詳
細
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
可
能
性
の
一
つ
と
し
て
は
、文
禄
四（
一

五
九
五
）
年
の
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
園
城
寺
の
闕
所
処
分
が
考
え
ら
れ

る
。
そ
れ
は
、『
園
城
寺
古
記（

3
）』

が
「
太
閤
様
ヨ
リ
三
井
寺
闕
所
科

之
義
者
、
明
石
殿
北
院
堯
雲
院
少
々
之
間
宿
ヲ
借
シ
置
申
候
故
也
」

と
記
す
事
件
で
あ
る
。
園
城
寺
は
、
そ
れ
以
前
「
智
証
大
師
円
珎
関

連
文
書
」
が
寺
外
に
流
失
し
た
建
武
三
（
一
三
三
六
）
年
以
後
に
大

規
模
な
破
壊
等
を
受
け
る
こ
と
は
な
く
、
か
の
闕
所
処
分
が
可
能
性

と
し
て
も
っ
と
も
高
い
。

二
、
常
在
寺
に
つ
い
て

　先
述
し
た
よ
う
に
、
常
在
寺
は
園
城
寺
五
別
所
の
一
つ
で
、
三
院

の
一
つ
で
あ
る
北
院
に
属
し
て
い
た
。
こ
れ
は
他
の
別
所
に
つ
い
て

も
同
様
で
、
水
観
寺
は
中
院
、
尾
蔵
寺
・
近
松
寺
・
微
妙
寺
の
三
別

所
は
南
院
に
属
し
て
い
た（

4
）。

　常
在
寺
は
、
平
等
院
の
大
僧
正
で
あ
っ
た
行
尊
大
阿
闍
梨
に
よ
っ

て
草
創
さ
れ
、
三
井
修
験
道
の
霊
場
で
も
あ
っ
た（

5
）。

残
念
な
が
ら
中

史料名

時　代

装　幀
料　紙
紙　数
表　紙
表　題
法　量

備　考

（一通目）「常在寺執行・堂達連署文書紛失田地等注進状」
（二通目）「園城寺学頭・公文連署紛失状」
（一通目）文和二（一三五三）年七月二十九日
（二通目）文和二年八月十二日
巻子装
楮紙
本紙八紙
後補表紙（江戸時代）、色・模様有り
（外題）「常在寺田畠目録」
表紙見返し縦二八・八糎、横一六・二糎
第一紙縦二八・五糎、横三〇・五糎　※以下縦の長さは同様。
第二紙横四〇・五糎
第三紙横四〇・四糎
第四紙横三九・一糎
第五紙横三九・六糎
第六紙横四〇・九糎
第七紙横三九・七糎
第八紙横三六・二糎
裏書有り。
第一紙から第七紙までの紙継目裏に花押が有る。花押形状は第七紙の「権上座法
眼和尚位」の「公文　契實」と同一（掲載写真参照）。
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世
に
お
け
る
常
在
寺
に
つ
い
て
の
史
料
は
、
管
見
の
限
り
は
残
っ
て

お
ら
ず
、
僅
か
な
が
ら
寺
誌
類
に
記
述
が
見
受
け
ら
れ
る
他
に
は
、

鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
初
期
に
制
作
さ
れ
た（

6
）「

園
城
寺
境
内
古
図（

7
）」

に
描
か
れ
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
。
こ
の
「
園
城
寺
境
内
古
図
」
に

は
、「
北
院
」
の
堂
社
と
し
て
岩
神
社
・
鐘
堂
・
法
華
堂
・
如
法
堂
・

三
重
塔
・
本
堂
・
早
尾
社
・
食
堂
・
鎮
守
社
・
浴
室
と
と
も
に
常
在

寺
惣
門
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
元
禄
十
六
（
一
七
〇
三
）
年
に

作
成
さ
れ
た
寺
誌
『
江
州
滋
賀
郡
長
等
山
園
城
寺
旧
記
法
会
神
事
記（

8
）』

に
は
、
常
在
寺
旧
跡
と
し
て
岩
神
社
・
食
堂
・
鐘
楼
・
法
華
堂
・
如

法
堂
・
三
重
塔
・
楼
門
・
鎮
守
拝
殿
・
惣
門
の
九
箇
所
が
記
さ
れ
て

い
る
。
泉
武
夫
氏
は
、「
園
城
寺
境
内
古
図
」
の
制
作
目
的
を
足
利

尊
氏
に
復
興
の
理
想
図
を
示
す
意
図
で
制
作
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘

し
つ
つ
も
、
伽
藍
を
記
録
す
る
目
的
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と

さ
れ
た（

9
）。建

武
三
年
の
焼
失
後
の
常
在
寺
の
実
態
は
定
か
で
な
い
が
、

本
文
書
に
よ
っ
て
同
寺
が
南
北
朝
時
代
に
も
別
所
と
し
て
、
独
自
の

活
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

三
、「
北
林
房
泉
恵
」
の
活
動

　一
通
目
に
連
署
す
る
常
在
寺
の
執
行
・
堂
達
に
つ
い
て
は
そ
の
役

務
内
容
な
ど
は
不
詳
で
あ
る
。
た
だ
、
二
通
目
に
連
署
し
て
い
る
学

頭
以
下
の
九
人
の
な
か
に
は
、
園
城
寺
伝
来
の
史
料
『
伝
法
灌
頂
血

脈
譜（

10
）』

に
よ
っ
て
そ
の
名
前
を
確
認
で
き
る
人
物
が
複
数
い
る
。
そ

れ
は
、「
玉
泉
房
實
幸
」「
覚
蔵
房
勤
順
」「
北
林
房
泉
恵
」「
蔵
乗
房

朝
幸
」「
大
聖
房
泉
尊
」「
善
法
房
實
宣
」
の
六
名
で
あ
る（

11
）。

そ
の
他

の
三
名
に
つ
い
て
は
、
同
記
で
そ
の
名
を
確
認
で
き
な
い
が
、
智
證

大
師
円
珎
以
来
の
法
脈
の
伝
承
系
統
を
書
き
記
し
た
『
伝
法
灌
頂
血

脈
譜
』
に
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
法
脈
伝
承

者
が
こ
れ
以
外
に
も
い
た
と
い
う
こ
と
か
、
も
し
く
は
僧
名
を
変
え

た
た
め
に
確
認
が
で
き
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　ち
な
み
に
、
名
前
の
確
認
で
き
る
六
名
の
う
ち
「
北
林
房
泉
恵
」・

「
蔵
乗
房
朝
幸
」
に
つ
い
て
は
、『
伝
法
灌
頂
血
脈
譜
』
以
外
の
史
料

か
ら
も
、
そ
の
活
動
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
「
北
林
房

泉
恵
」
は
、
花
押
形
状
が
一
致
す
る
史
料
「
御
書
等
目
録
注
進
状（

12
）」

が
現
存
し
て
い
る
。
ま
た
「
北
林
房
泉
恵
」
は
、『
寺
門
傳
記
補
録（

13
）』

に
お
い
て
も
名
前
を
見
い
だ
せ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
彼
は
「
水
心

法
印
」
と
号
し
、『
新
羅
問
答
抄
』
を
撰
し
た
と
い
う
。『
寺
門
傳
記

補
録
』
は
、
応
永
年
間
（
一
三
九
四
〜
一
四
二
八
）
に
慶
恩
院
志
晃

に
よ
っ
て
書
か
れ
た
書
で
あ
り
、同
書
は
「
泉
恵
法
印
曰
」
で
始
ま
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、「
北
林
房
泉
恵
」
が
寺
誌
類
の
編
纂
に
も
関
っ
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て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　下
坂
守
氏
は
、「
北
林
房
泉
恵
」・「
蔵
乗
房
朝
幸
」
と
も
に
、
園

城
寺
の
焼
失
に
よ
っ
て
寺
外
に
持
ち
出
さ
れ
た
智
證
大
師
関
連
の
文

書
典
籍
を
園
城
寺
に
戻
す
活
動
を
行
っ
て
い
た
と
さ
れ（

14
）、「

北
林
房

泉
恵
」
に
つ
い
て
は
寺
誌
類
の
編
纂
に
関
係
す
る
等
で
、
園
城
寺
の

復
興
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

四
、
一
院
と
惣
寺

　次
に
二
通
の
文
書
内
容
に
つ
い
て
、
若
干
の
考
察
を
加
え
た
い
。

　ま
ず
、
一
通
目
の
「
常
在
寺
執
行
・
堂
達
連
署
文
書
紛
失
田
地
等

注
進
状
」
に
お
い
て
、
常
在
寺
を
「
當
別
所
」
と
呼
ん
で
い
る
点
に

つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
園
城
寺
は
、
鎌
倉
時
代
で
は
三
院
と
三

別
所
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
常
在
寺
と
水
観
寺
を
加
え
て

三
院
五
別
所
と
な
る
の
は
、
室
町
時
代
以
降
の
こ
と
と
い
わ
れ
る（

15
）。

し
か
し
、
文
和
二
（
一
三
五
三
）
年
に
発
給
さ
れ
た
本
史
料
に
よ
っ

て
、
そ
の
時
期
は
さ
ら
に
古
く
南
北
朝
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ

と
と
な
る（

16
）。

常
在
寺
を
別
所
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
文
和
二

年
以
前
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
て
、
三
院
五
別
所
の
成
立
は
建
武

三
年
の
焼
失
か
ら
の
再
建
途
中
に
あ
っ
た
貞
和
三
（
一
三
四
七
）
年

頃
を
下
限
に
で
き
る（

17
）。

　次
い
で
、「
一
院
」
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
こ
に
お

け
る
「
一
院
」
と
は
、
園
城
寺
の
境
内
を
北
院
・
中
院
・
南
院
と
い

う
三
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
割
し
、そ
の
一
つ
を
指
す（

18
）。

こ
の
「
一
院
」

は
、
大
衆
の
生
活
共
同
体
と
し
て
強
い
独
立
性
を
有
し
て
い
た
。
今

回
紹
介
し
た
こ
の
史
料
か
ら
、
直
接
「
一
院
」
と
し
て
の
ま
と
ま
り

を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
常
在
寺
の
「
知
行
之
田
地
」
関

係
文
書
が
新
羅
社
の
「
預
坊
」
の
も
と
に
あ
り
、
新
羅
社
が
北
院
の

鎮
守
社
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
て
、
常
在
寺
が
「
一
院
」、
こ
こ

で
は
北
院
の
強
い
統
制
下
に
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る（

19
）。

　一
通
目
の
文
書
に
連
署
す
る
「
堂
達
」
の
「
暁
弁
」・「
賢
成
」
と
「
執

行
阿
闍
梨
」
で
あ
る
「
俊
定
」
の
三
人
を
、二
通
目
の
文
書
で
は
「
住

僧
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
一
通
目
の
文
書
が
、
あ
く
ま
で
も
常

在
寺
の「
住
僧
」た
ち
の
意
思
に
基
づ
い
て
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
検
断
権
は
「
一
院
」
が
所
持
し
て
お
り（

20
）、

た
と
え
ば
南
院
で
は
別
所
の
近
松
寺
が
無
断
で
検
断
権
を
行
使
し
た

時
に
は
、
過
料
を
課
し
て
処
罰
し
て
い
る（

21
）。

こ
の
よ
う
に
「
一
院
」

と
し
て
の
ま
と
ま
り
は
非
常
に
強
く
、
別
所
常
在
寺
の
文
書
も
一
院

の
北
院
が
管
理
し
て
い
る
の
に
、
何
故
常
在
寺
単
独
で
紛
失
状
の
発

給
を
求
め
た
の
か
。
明
確
な
所
は
不
明
で
あ
る
が
、
公
文
所
、
そ
し
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て
そ
の
上
位
に
あ
っ
た
「
惣
寺
」
に
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　中
世
、
園
城
寺
の
「
惣
寺
」
は
、
北
院
・
中
院
・
南
院
の
三
院
か

ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。「
惣
寺
」
は
、「
一
院
」
の
上
位
に
あ
っ
て
、

独
立
性
の
強
い
三
院
の
間
を
調
整
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た（

22
）。

　近
世
に
お
け
る
「
惣
寺
」
の
組
織
は
、「
学
頭
」
の
下
に
「
学
頭

代
」
が
置
か
れ
、
そ
の
さ
ら
に
下
に
公
文
所
が
置
か
れ
て
い
た
。
そ

し
て
公
文
所
が
寺
領
の
管
理
な
ど
を
行
い
、
公
文
所
が
処
理
し
た
事

項
の
報
告
を
受
け
て
、
公
文
所
の
上
位
に
あ
る
「
学
頭
」
と
「
学
頭

代
」
が
そ
れ
に
つ
い
て
衆
議
を
し
て
い
た（

23
）。

中
世
に
お
い
て
も
、
園

城
寺
の
寺
領
は
公
文
所
が
一
括
し
て
管
理
し
、
そ
の
公
文
所
を
「
学

頭
」
等
が
衆
議
に
よ
っ
て
統
括
す
る
と
い
っ
た
組
織
体
制
の
も
と
で

維
持
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　本
文
書
に
お
い
て
は
、
一
通
目
で
常
在
寺
の
執
行
・
堂
達
が
「
学

頭
御
判
形
」
と
「
被
載
公
文
所
之
銘
符
」
こ
と
を
求
め
、
こ
れ
を
受

け
て
二
通
目
で
は
「
公
文
」
の
「
契
實
」
が
紛
失
状
を
作
成
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、
紙
継
目
裏
に
は
散
逸
を
防
ぐ
た
め
の
花
押
が
据
え
ら

れ
、「
学
頭
権
大
僧
都
法
印
大
和
尚
位
」
の
「
玉
泉
房
實
宣
」
等
が

署
判
を
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
公
文
」
と
「
惣
寺
」
の
学
頭

が
二
通
目
を
発
給
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
中
世
に
お
け
る
園
城
寺

の
惣
寺
体
制
を
反
映
し
た
も
の
と
い
え
る
。

　な
お
、「
学
頭
」
以
下
の
九
名
が
「
惣
寺
」
の
代
表
と
し
て
連
署

し
て
い
た
こ
と
は
、「
北
林
房
泉
恵
」「
蔵
乗
房
朝
幸
」
が
南
院
所

属（
24
）の

衆
徒
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
ま
ず
間
違
い
な
い
。

お
わ
り
に

　今
回
紹
介
し
た
文
書
の
貴
重
な
所
は
、
園
城
寺
に
残
さ
れ
た
中
世

文
書
の
多
く
が
南
院
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
北

院
の
、
し
か
も
五
別
所
の
一
つ
で
あ
る
常
在
寺
に
つ
い
て
の
文
書
で

あ
る
こ
と
に
よ
る
。
本
文
書
が
、中
世
に
お
け
る
園
城
寺
の
「
惣
寺
」

の
究
明
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　
注（

1
）
下
坂
守
「
庄
園
の
崩
壊
」（『
新
修
大
津
市
史
』
第
二
巻

　中
世
、
大

津
市
役
所
、
一
九
七
九
年
）

（
2
）
中
村
直
勝
『
日
本
古
文
書
学

　中
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
四
年
）

（
3
）『
園
城
寺
記
録
』（
園
城
寺
、
二
〇
〇
七
年
）

（
4
）「
寺
門
傳
記
補
録
第
九
」（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
一
二
七
冊
、
名
著

普
及
会
、
一
九
八
一
年
）

（
5
）
前
掲
注
4
参
照

（
6
）
泉
武
夫
『
仏
画
の
造
形
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
）
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（
7
）『
社
寺
絵
図
と
そ
の
文
書
』（
京
都
国
立
博
物
館
、
一
九
八
五
年
）

（
8
）
前
掲
注
3
参
照

（
9
）
前
掲
注
6
参
照

（
10
）『
園
城
寺
文
書
』
第
七
巻
（
園
城
寺
、
二
〇
〇
四
年
）

（
11
）「
蓮
眼
房
慶
禅
」
に
つ
い
て
も
名
前
は
確
認
で
き
た
が
、
本
文
書
と
は

年
代
が
合
わ
な
か
っ
た
。

（
12
）『
園
城
寺
文
書
』
第
一
巻 

六
六
号
（
講
談
社
、
一
九
九
八
年
）

（
13
）「
寺
門
傳
記
補
録
第
十
六
」（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
一
二
七
冊
、
名

著
普
及
会
、
一
九
八
一
年
）

（
14
）
下
坂
守
「
中
世
に
お
け
る
「
智
證
大
師
関
連
文
書
典
籍
」
の
伝
来
―

貞
和
二
年
六
月
の
「
大
師
御
重
書
」
の
「
感
得
」
を
中
心
に
―
」（『
園

城
寺
文
書
』
第
一
巻
、
講
談
社
、
一
九
九
八
年
）

（
15
）
芝
野
康
之
「
園
城
寺
の
中
世
文
書
に
つ
い
て
」（『
園
城
寺
文
書
』
第

二
巻
、
講
談
社
、
一
九
九
九
年
）

（
16
）
貞
和
三
（
一
三
四
七
）
年
に
比
定
さ
れ
た
年
月
日
未
詳
の
史
料
に
「
園

城
寺
三
院
・
五
別
所
・
如
意
寺
造
営
功
程
事
」（『
園
城
寺
文
書
』第
二
巻
、

三
七
号
）
と
あ
り
、
本
文
書
は
そ
れ
よ
り
も
後
年
の
も
の
と
な
る
が
、

年
が
あ
っ
て
「
別
所
」
と
書
か
れ
た
史
料
は
、
こ
れ
よ
り
前
年
に
お

い
て
管
見
の
限
り
、
本
文
書
が
最
も
古
い
。

（
17
）『
園
城
寺
文
書
』
第
二
巻
、
三
五
号
、
三
六
号

（
18
）
前
掲
注
1
参
照

（
19
）「
園
城
寺
境
内
古
図
」
で
は
、
常
在
寺
は
新
羅
社
と
共
に
北
院
に
描
か

れ
て
い
る
。

（
20
）
前
掲
注
1
参
照

（
21
）
前
掲
注
1
参
照

（
22
）
下
坂
守
「
中
世
寺
院
に
お
け
る
大
衆
と
「
惣
寺
」
―
「
院
々
谷
々
」

の
「
衆
議
」
の
実
態
―
」（『
中
世
寺
院
社
会
の
研
究
』、
思
文
閣
出
版
、

二
〇
〇
一
年
）

（
23
）
前
掲
注
15
参
照

（
24
）「
三
井
続
燈
記
第
八
」（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
一
一
一
冊

　伝
記
叢

書
、
名
著
普
及
会
、
一
九
七
九
年
）

史
料
翻
刻

　
「（
外
題
）常在（
後
筆
）寺

田
畠
目
録
」

（
前
欠
カ
）

　
　□（

常
）在

寺
管
領
田
畠
等
目
録

大
江
北
方

一
段
八
斗
代

　
　如
意
□（

田
）⊏⊐

當
三
斗

⊏
⊐

二
升

　 如
意
寺
斗
定
□
舜
房⊏

 

員
数
一
升

　同
斗
子
定⊏

二
段
各
八
斗
代

　熊
野
田

　 御
敷
地

　

恒
世
有
之
具
□
房
□
定
壱
斗
金
堂
□⊏

尾
花
升

二
段
各
六
斗
代

　熊
野
田

　 御
節
供
田

　
　
　
　

　自
圓
満
院
御
寄
進
之
、

古
賀
庄
内

一
段
八
斗
代

　
　経
田

　 此
内
七
月
十
六
日
御
忌
日
御
経
料
足

　
　
　
　

十
合
桝
定
陸
斗
、
圓
満
院
御
承
仕
沙
汰
渡
之
、
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　新
羅
領
乗
慶
房
寄
進
之
、

杉
山一段

七
斗
代

　
　楞
厳
院
田

　 本
所
當
三
斗

　楞
厳
院
斗
定

口
米
五
升

　同
斗
子
定

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　蓮
實
寄
進
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　錦
織
方
ニ
有
加
地
子
、

- （
紙
継
）

------------------------------

（
裏
花
押
）---------------------

一
段
八
十
歩
所
當
八
斗
香
田

　 此
内
金
堂
六
三
昧
房
用
定

各
一
斗
六
升
宛
支
配
之
、

 

鳴
橋

 

二
屋
敷

　所
當
房
用
定
八
斗
二
升

　 此
内
二
升
員
米

　
　
　
　
　
　
　
　

此
内
六
斗
房
用
定
二
月
廿
五
日
之
、

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　新

羅
御
祭
礼
寺
家
方
沙
汰
之
、

　
　
　常
在
寺
三
昧
方
田
地
等
目
録

四
段

　崇
福
寺
田

　 二
段
各
八
斗
代

　
　
　

二
段
各
七
斗
五
升
代

　 此
内
相
博（
傳
）
升
定
六
斗
五
所
燈
油
進
之
、

但
近
年
者
三
斗
進
之
、

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　但

近
年
者
各
六
斗
代

　
　
　
　本
所
當
段
別
四
斗

　崇
福
寺
斗
定

　
　
　
　員
米
段
別
一
升

　
　口
米
段
別
四
升

　莚
米
五
升

　
　
　
　酒
直
三
升

　敷
米
一
斗

 

三
段

　各
五
斗
代

　白
山
田
北
保
五
郎
左
衛
門
入
道
寄
進
之
、

上
楼二段

　各
八
斗
代

　如
意
田
本
所
當
段
別
五
斗

　如
意
寺
斗
定

　
　
　
　
　

口
米
段
別
二
升

　員
米
段
別
二
升

　同
斗
子
定

　
　
　已
上
壱
町

段
八
十
歩

　二
屋
敷

四
斗
七
升

　智
門
房
地
子
相
博（
傳
）升
定
、
此
内
二
升
者
員
米

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
保七百

文

　
　八
廿
文
河
地
子

- （
紙
継
）

------------------------------

（
裏
花
押
）---------------------

百北
保

文

　
　
　綾
堂
地
子
但
執
行
得
分

　
　
　
　
　

　
　
　常
在
寺
如
法
堂
田
畠
等
目
録

四
段

　各
八
斗
代

　一兵
部
法
眼
寄
進

乗
寺
田
本
所
當
段
別
四
斗

　一
乗
寺
斗
定

口
米
段
別
四
升

　員
米
段
別
一
升

　
　
　敷
米
段
別
五
升

　同
斗
子
定

　収
納
時
清
酒
二
升

　 唐
粉
二
功

昆
布
三
巻

　
　
　正
月
定
使
祝
百
文

　七
草
菜
藁
四
把

之
、
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　梵
供
料
白（

瓜
）八

　
　茄
十
二

　
　
　薪
八
束
田
上
木

　
　藁
八
束
但
十
把
結

二
段

　各
八
斗
代

　石
田
殿
田
光
音
房
御
寄
進

　
　
　
　
　
　
　但
、
圓
満
院
御
所
被

申
成
御
寄
進
御
教
書

五
段

　各
五
斗
代

　饗
田

　比
丘
尼
阿
念
房
寄
進
之
、

　
　
　此
内
七
月
十
六
日
料
足
弐
貫
廿
文

　但
廿
文
者
紙
代

　
　
　百
文
見
御
食
代
慶
音
房
進
之
、

　
　
　文
霊
供
下
机
本
飯
之
菜
七
種
小
土
器

　公
卿
追
重
備
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　小
漬
菜
三
種
ス
ツ
キ

　
　
　

　半
追
重

　但
無
飯
、

- （
紙
継
）

------------------------------

（
裏
花
押
）---------------------

　
　
　二
種
肴
毛
立
半
追
重

　酒
一
升
但
新
酒

　御
留
守
進
之
、

　
　
　但
彼
下
机
不
調
進
之
時
以
代
進
時
者
百
文

　
　
　又
釈
迦
堂
佛
聖
米
相
博（
傳
）升

定
四
斗
沙
汰
之
、

薭
畦二段

　各
九
斗
代

　楞
厳
院
阿
念
坊
寄
進
之
、

　
　
　
　
　
　

　
　
　本
所
當
段
別
四
斗
楞
厳
院
斗
定
、

　
　
　
　
　

　
　
　口
米
段
別
五
升

　
　
　員
米
一
升
、
為
一
名
一
升
之
間
、
自
余
之
員
米
不
出
之
、

　
　
　竃
神
米
一
折
敷
自
五
段
内
出
之
、

一
段

　八
斗
代

　崇
福
寺
田

　 中
保
又
太
郎
入
道
寄
進
之
、
但
此
名
者

　
　
　
　
　

二
段
也
、
残
一
段
者
尾
蔵
寺
令
寄
進
之
、
本
所
当
ハ

　
　
　本
所
當
五
斗

　崇
福
寺
斗
定

　
　
　
　
　
　
　 自

両
方
沙
汰
之
、

　
　
　
　
　
　

　
　
　員
米
一
升

　
　酒
直
一
升
五
合

　
　
　口
米
五
升

　
　莚
米
二
升
五
合

　敷
米
五
升

松
山二段

　各
六
斗
五
升
代

　楞
厳
院
田

　蓮
實
寄
進
之
、

　
　
　本
所
當
段
別
三
斗

　楞
厳
院
斗
定

　
　
　又
錦
織
方
有
加
地
子

　 但
錦
織
相
博（
傳
）升
定
、
段
別
一
斗
七
升
三
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
段

　宇
佐
田

　阿
念
坊
寄
進
、
但
河
成

- （
紙
継
）

------------------------------

（
裏
花
押
）---------------------

平
松大

　
　所
當
七
斗
相
博（
傳
）升
定

　
　
　
　

　慶
音
坊
御
寄
進
、

常
喜
院
内

一
段

　淨
雲
房
侍
従
僧
都
御
房

　
　
　
　
　
　御
寄
進
、

六
段

　山
城
國
葛
野
郡
牛
瀬
柳
庄
内

　兵
部
法
眼
寄
進
、
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　以
上
弐
町
六
段
大
此
内
三
段
河
成

　
　
　
　
　
　

田
面
屋
敷

　 自
大
門
前
南

　東
西
捌
丈
伍
寸

　願
主
祐
光
坊
寄
進
之
、

　

自
田
面
大
路
東
角

　南
北
拾

丈

　地
子
三
貫
八
百
十
五
文

南
保
一
所

　地
子
壱
貫
文

　口
二
間
々
中

　玉
泉
坊
寄
進
、

北
保寺主

畠
一
所

　地
子
捌
百
文

　佛
地
房
大
進
律
師
御
房

　
　
　
　
　
　御
寄
進
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

中
保

（
衣
）河

畠
一
所

　
　地
子
弐
百
文

　祢
阿
祢（

弥
）寄

進
之
、

「（
裏
書
）北保

平
三
郎
枯
却
之
、」

　
右
當
別
所
知
行
之
田
地
以
下
寄
進
本
券

等
之
文
書
、
當
年
六
月
廿
六
日
夜
、
於
山
中

- （
紙
継
）

------------------------------

（
裏
花
押
）---------------------

新
羅
預
坊
為
盗
賊
被
取
之
畢
、
仍
管
領
之
處
々

注
目
録
所
進
覧
也
、
早
被
申
学
頭
御
判
形
、

且
被
載
公
文
所
之
銘
符
、
欲
備
後
代
亀
鏡
者
、

注
進
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　暁
弁
（
花
押
）

　「（
裏
書
）常教

房
」 

　 文
和
弐
年
癸巳
七
月
廿
九
日

　堂
達
賢
成
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　執
行
阿
闍
梨
俊
定
（
花
押
）

　「（
裏
書
）禅智

房
」

- （
紙
継
）

------------------------------

（
裏
花
押
）---------------------

常
在
寺
管
領
田
畠
等
目
録
云
々
、

此
条
如
載
右
状
者
、
件
田
畠
等
相
傳

文
書
等
、
去
六
月
廿
六
日
夜
粉（
紛
）失

云
々
、
而

住
僧
等
申
云
、
賜
学
頭
御
判
可
備
後
代

亀
鏡
云
々
、
仍
所
被
成
下
之
也
、
若
彼
文
書

等
出
帯
輩
有
之
者
、
處
盗
人
可
被
行

重
科
者
也
、
仍
粉（
紛
）失

状
如
件
、

　文
和
弐
年
八
月
十
二
日

　権
上
座
法
眼
和
尚
位
（
花
押
）

「（
裏
書
）公文

　契
實
助
」

学
頭
権
大
僧
都
法
印
大
和
尚
位
（
花
押
）「（
裏
書
）玉泉

房
實
幸

信
濃
」

　
　
　
　
　
　法
印
大
和
尚
位
（
花
押
）「（
裏
書
）善瀧

房
顕
成

式
部
」

- （
紙
継
）

-------------

法
印
大
和
尚
位
（
花
押
）「（

裏
書
）月性

房
尚
範

大
夫
」----------

　
　
　
　
　
　法
印
大
和
尚
位
（
花
押
）「（

裏
書
）覚蔵

房
勤
順

大
輔
」

　
　
　権
少
僧
都
法
眼
和
尚
位
（
花
押
）「（
裏
書
）北林

房
泉
恵

讃
岐
」
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　権
少
僧
都
法
眼
和
尚
位
（
花
押
）「（

裏
書
）蔵乗

房
朝
幸

伊
賀
」

　
　
　権
少
僧
都
法
眼
和
尚
位
（
花
押
）「（
裏
書
）大聖

房
泉
尊

播
磨
」

　
　
　権
少
僧
都
法
眼
和
尚
位
（
花
押
）「（
裏
書
）善法

房
實
宣

式
部
」

　
　
　権
少
僧
都
法
眼
和
尚
位
（
花
押
）「（
裏
書
）蓮眼

房
慶
禅

土
佐
」



－　 －171

常在寺執行・堂達連署文書紛失田地等注進状

園城寺学頭・公文連署紛失状①



－　 －172

園城寺学頭・公文連署紛失状②

常在寺執行・堂達連署文書紛失田地等注進状（紙背）




